
議  第  ２４  号   

令和５年３月２３日提出   

 

熊本市博物館の登録に関する規則の全部改正について 

 

熊本市博物館の登録に関する規則の全部を改正したいので議決を求める。 

 

  熊本市教育長 遠 藤 洋 路   

 

熊本市博物館の登録に関する規則 

 

熊本市博物館の登録に関する規則（平成２７年教育委員会規則第８号）の全部を改

正する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、博物館法（昭和２６年法律第２８５号。以下「法」という。）

第２２条の規定に基づき、博物館の登録に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （登録審査） 

第２条 熊本市教育委員会は、法第１３条第１項の規定による登録の審査のため必要

があるときは、登録申請者に対して資料の提出を求め、又は実地調査を行うことが

できる。 

 （登録事項の変更） 

第３条 法第１５条第１項の規定による届出は、博物館登録申請書変更届を提出する

ことにより行うものとする。 

 （定期報告） 

第４条 法第１６条の規定による報告は、定期報告書により毎年１回６月１日から同

月末日までの間に行わなければならない。ただし、法第１１条の規定による登録を

受けた日から１年に満たないときは、この限りでない。 

 （登録の取消し） 

第５条 第２条の規定は、法第１９条第１項の規定による登録の取消しについて準用
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する。この場合において、第２条中「登録申請者」とあるのは「博物館の設置者」

と読み替えるものとする。 

 （廃止） 

第６条 法第２０条第１項の規定による届出は、博物館廃止届を提出することにより

行うものとする。 

 （書類の様式等） 

第７条 この規則の規定により使用する書類に記載すべき事項及びその様式は、教育

長が別に定めるところによる。法第１２条第１項の登録申請書及び法第１４条第１

項の博物館登録原簿の様式についても、同様とする。 

２ 前項の様式のうち市民等が作成する書類に係るものは、市のホームページへの掲

載その他の方法により公表するものとする。 

 （補足） 

第８条 この規則に定めるもののほか、博物館の登録に関し必要な事項は、教育長が

別に定める。 

    

附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前において、この規則による改正前の熊本市博物館の登録に

関する規則の規定に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使用す

ることができる。 

 

（提出理由） 

博物館法の一部を改正する法律（令和４年法律第２４号）の施行に伴い、所要の

改正を行う必要があることから、熊本市教育委員会教育長事務委任等規則（昭和２

７年教育委員会規則第６号）第１条第８号の規定に基づき、議決を求めるものであ

る。 

  これが、この議案を提出する理由である。 
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熊本市博物館の登録に関する規則（平成２７年教育委員会規則第８号）新旧対照表                           

全部改正後の規定（案） 現行 備考 

○熊本市博物館の登録に関する規則〔教育政策課〕 ○熊本市博物館の登録に関する規則〔博物館〕 これまで博物館が所管していた博物館

の登録に関する事務を教育政策課が所

管することにする。規則の改正に該当し

ないが、注意的に記載するもの。 
なお、所管が変わることと規定の大部分

が変わることから、一部改正ではなく全

部改正にした。 

（趣旨） （目的）  

第１条 この規則は、博物館法（昭和２６年法律第２８５

号。以下「法」という。）第２２条の規定に基づき、博

物館の登録に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、博物館法（昭和２６年法律第２８５

号 以下「法」という。）第１６条に基づき、博物館の

登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

【参考】令和４年法律第２４号による改
正後の博物館法第２２条（改正前の第 
１６条） 

（規則への委任） 
第二十二条 この章に定めるものを除

くほか、博物館の登録に関し必要な事
項は、都道府県の教育委員会の規則で
定める。 

 （登録原簿）  

【対応規定なし】 第２条 法第１０条の規定により熊本市教育委員会（以下

「市教育委員会」という。）に備える博物館登録原簿の

様式は、様式第１号とする。 

登録原簿への記載は改正後の法第１４

条第１項に規定されており、かつ、その

様式は要綱で定めることとするので、こ

の規定は不要になる。 

 （登録申請）  

【対応規定なし】 第３条 法第１１条第１項に規定する登録申請書の様式

は、様式第２号とする。 
登録申請書を提出すべきことは改正後

の第１２条第１項に規定されており、か

つ、申請書の様式は要綱で定めることと

するので、この規定は不要になる。 
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（登録審査） （登録審査）  

第２条 熊本市教育委員会は、法第１３条第１項の規定に

よる登録の審査のため必要があるときは、登録申請者に

対して資料の提出を求め、又は実地調査を行うことがで

きる。 

第４条 市教育委員会は、法第１２条の規定による登録要

件の審査又は法第１４条第１項の規定による登録の取

消しに当たり、必要があるときは、登録申請者又は設置

者に資料の提出を求め、実地調査を行い、又は学識経験

者等の意見を徴することができる。 

登録審査の場合と登録取消しの場合と

が一つの条文に規定されていて分かり

難いので、両者を分離し、登録取消しの

場合の調査を別条文に移すこととした。 

（登録事項の変更） （登録事項の変更）  

第３条 法第１５条第１項の規定による届出は、博物館登

録申請書変更届を提出することにより行うものとする。 
第５条 法第１３条第１項の規定による変更の届出の様

式は、様式第３号とする。 

【参考】令和４年法律第２４号による改
正後の博物館法第１５条第１項 

（変更の届出） 
第十五条 博物館の設置者は、第十二条

第一項第一号又は第二号に掲げる事
項を変更するときは、あらかじめ、そ
の旨を都道府県の教育委員会に届け
出なければならない。 

※改正前の第１３条第１項は、第１１条

第２項に規定する添付書類の記載事項

に変更があった場合の届出についても

規定していた。これを受けての規則第５

条第２項であったところ、改正後の博物

館法第１５条第１項が添付書類の記載

事項に変更があった場合の届出を規定

していないので、規則第５条第２項に相

当する規定が不要になった。 

【削る】 ２ 法第１１条第２項に規定する添付書類の記載事項に

変更があった場合（特に重要と認められる事項の変更の

場合を除く。）は、９月又は３月の末日までに、それぞ

れ当該月の前月末までに生じた変更事項につき届け出

るものとする。 

 （定期報告） 【新規】  

第４条 法第１６条の規定による報告は、定期報告書によ

り毎年１回６月１日から同月末日までの間に行わなけ

ればならない。ただし、法第１１条の規定による登録を

 【参考にした他都市の規定】 
博物館の登録等に関する規則の一部を改正

する規則（改正法を受けての改正案）（神奈

川県） 
（定期報告） 
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受けた日から１年に満たないときは、この限りでない。 第５条の２ 法第16条の規定による報告は、

定期報告書（第６号様式）により毎年１回６

月１日から同月末日までの間に行わなけれ

ばならない。ただし、法第11条の規定による

登録を受けた日から１ 年に満たないとき

は、この限りでない。 

 （登録の取消し）  （登録審査）  

第５条 第２条の規定は、法第１９条第１項の規定による

登録の取消しに準用する。この場合において、第２条中

「登録申請者」とあるのは「博物館の設置者」と読み替

えるものとする。 

第４条 市教育委員会は、法第１２条の規定による登録要

件の審査又は法第１４条第１項の規定による登録の取

消しに当たり、必要があるときは、登録申請者又は設置

者に資料の提出を求め、実地調査を行い、又は学識経験

者等の意見を徴することができる。 

【準用後の条文】 
第２条 熊本市教育委員会は、法第１９

条第１項の規定による登録の取消し

のため必要があるときは、博物館の設

置者に対して資料の提出を求め、又は

実地調査を行うことができる。 

 （廃止） （廃止）  

第６条 法第２０条第１項の規定による届出は、博物館廃

止届を提出することにより行うものとする。 
第６条 法第１５条第１項の規定による廃止の届出の様

式は、様式第４号とする。 
様式は要綱で定めることとする（次条参

照）。 

 （書類の様式等）  別途「熊本市博物館の登録に関する規則

に規定する書類の様式等を定める要綱」

を制定する。 

規定の文言は、「規則等に定めのある様

式の要綱移行に関する方針について」

（平成２９年３月１０日市長決裁）によ

った。 

第７条 この規則の規定により使用する書類に記載すべ

き事項及びその様式は、教育長が別に定めるところによ

る。法第１２条第１項の登録申請書及び法第１４条第１

項の博物館登録原簿の様式についても、同様とする。 

【新規】 

２ 前項の様式のうち市民等が作成する書類に係るもの

は、市のホームページへの掲載その他の方法により公表

するものとする。 

 

 （公示） 改正後の法第１４条第２項、第１５条第

２項、第１９条第３項、第２０条第２項【削る】 第７条 市教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する
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ときは、公示するものとする。 等の規定により、公表に関する事項が整

備された。このため、改正前の第７条は

不要となった。 
 

 (1) 法第１０条の規定により登録したとき。 

 (2) 法第１３条第２項の規定により登録を変更したと

き。 

 (3) 法第１４条第１項の規定により登録を取り消した

とき。 

 (4) 法第１５条第２項の規定により登録を抹消したと

き。 

 （補足）   

第８条 この規則に定めるもののほか、博物館の登録に関

し必要な事項は、教育長が別に定める。 
【新規】 登録に関する審査基準を要綱で定める

ことを想定している。 

  

  

  

  

附 則（略）    附 則（略）  

【削る】 様式第１号（第２条関係） 様式は要綱で定めるので、規則から全て

削る。  （略） 

【削る】 様式第２号（第３条関係） 

 （略） 

【削る】 様式第３号（第５条関係） 

 （略） 

【削る】 様式第４号（第６条関係） 

 （略） 
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   附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前において、この規則による改正前の熊本市博物館の登録に関する規則の規定に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使

用することができる。 
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